
われわれが一定の生活水準を維持し，さらに，これを向上させてゆくためには，有限な自然を

適切に活用していく必要がある。

このため，今後とも・開発に当たっては・自然環靴十分配慮し，これへの影響が最少限にと

どまるよう適切な誘導が必要である。

本県においては，さきに・土地利用基本計酌策定し・県土の合理的な土地利用を図るととも

に・大規模開発については・環彬響評価指導要綱及び大規模開発指導要綱などの制度を整備

し，開発が適時・適切に行われるよう対処してきたところであるが・本環節理計画は，これ

らの諸制度と合わせて・開敵対するより適切な誘導を図っていくものとする。

大規模開発忙ついては・自然環靴与える影響が大であるところから，環境影響評価指導要綱

及び大規模開発指導要綱などにより・環境影響の事前予乱開発計醐容蛸するチェックなど

を行い，自然鞘への影響を最少限刷えるべく措置を講じ・それなりの効果を見て来ている。

しかし・自然環境に及財影響を量的には臥，これを評価することには常に困難がつきまと

本鞘管理計敵おいては，用途別の環雛全水準として・グリーンミニマムを設定し，これ

により槻容量のは握を可能にしたことから・これを基礎として，開発地域をとりまく周辺地域

とも関連させた環境影響予測を行い，また・開発地域内の環境保全についても，これまでの線の

量の確保を中心とした「緑被率」の考え方から・縁の量と質を考慮した開発の粥を図っていく。

なお，これまでの「緑被率」の考え方については・これまでも，大規模開発指導要綱などにお

いて・拠るべき基準としてきたところであるが，今後，単に・緑の量を表示するという考え方で

はなしにグリーンミニマムにおいて述べた考え方を取り入れ・質的な内容をも加味したものに

改めたうえで・引き続き，これを指導の基準として運用していくものとする。

第6節　みどりの創造をめざして

本計画においては・自然の保護・保全を図るため・自然の現状を植物，動物及び景観についてこ

れをトータルなものとしては凱たほか，人文的要素についても配慮を加えてきたところであ

今後・これらの資料に基づき・新しい観点からの自然保護行政が展開されるところであるが，
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